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１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１）対象地域：屋久島町 

・離島地域 

・過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域 

面積：540.65 km2 

人口：12,271 人（平成 31 年 3 月 31 日現在：住民基本台帳人口） 

 

（２）計画期間 

一般廃棄物等の処理に係る計画については令和２年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月

31 日までの 5 年間を計画期間とし、目標年度は令和 7 年度とする。 

生活排水の処理に係る計画については令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日

までの 5 年間を計画期間とし、目標年度は令和 10 年度とする。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を

見直すものとする。 

 

（３）基本的な方向 

屋久島町は、平成 19 年 10 月 1 日に合併して誕生した町で、屋久島と口永良部島

の 2 つの島から構成されている。 

屋久島は、九州最高峰の宮之浦岳（1,936ｍ）をはじめ、永田岳（1,886ｍ）、黒

味岳（1,831ｍ）など、1,000ｍ以上の山々が多数連なっている。また、沿岸部分の

亜熱帯から山頂部分の冷温帯に至る特異な植生の垂直分布を有し、樹齢千年を超え

る屋久杉などの原生林や美しい海岸、川・滝に代表される豊かな自然環境に恵まれ

た島である。平成 5 年 12 月に青森県白神山地とともに日本で最初の世界自然遺産

に登録されている。 

口永良部島は、屋久島から北西部 12 ㎞に位置し、直径 12 ㎞、最大幅 5 ㎞のひょ

うたんの形をした美しい緑の火山島である。平成 19 年 3 月 30 日には、霧島屋久国

立公園に全島編入された後、平成 24 年 3 月には分離され、屋久島国立公園として

30 番目の国立公園と指定された。 

町は、約 20 年前より、世界自然遺産の島にふさわしいごみ処理として生ごみの

堆肥化に取り組み、リサイクル率の向上に努めている。また、レジ袋の有料化にも

いち早く取り組み、マイバックの取り組みは浸透している。一方、近年では少子高

齢化と過疎化の影響により人口減少が進み、空き屋が増え、家屋を整理する際に発

生する粗大ごみが急増しており、その発生抑制及び再使用の推進を図る。 

 

（４）広域処理の検討状況 

本町は、離島であるため、広域化は困難である。 

 

（５）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

    本地域は離島であるため、プラスチック資源は島外での再資源化を行っている

が、今後もコストや環境影響等の情報収集を行い、財政状況等を踏まえながら更に

分別収集・再商品化の実施方法の見直しについて検討を行う。 
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２．循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

平成 29 年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図１のとおりである。 

総排出量は 4,729 トンであり、再生利用される「総資源化量」は 3,035 トン、

リサイクル率＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量）／（ごみ

の総処理量＋集団回収量）は 64.18％である。 

中間処理による減量化量は 1,694 トンであり、排出量の 35.82％が減量化されて

いる。 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 29 年度） 

   
（２）生活排水の処理の現状 

令和３年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図２のとおりであ

る。 

生活排水処理対象人口は、全体で 11,698 人であり、水洗人口は 10,068 人、汚水

衛生処理率 86.1％である。 

し尿発生量は 2,807kl/年、浄化槽汚泥発生量は 9,586kl/年であり、処分量は

12,393kl/年である。 

図２ 生活排水の処理状況フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※汚水衛生処理人口 ：施設に接続されている人口 

※端数処理により割合・計が合わないことある。 

公共下水道

汚水衛生処理人口 集落排水施設等
10,068人（86.1%） 454人（3.9%）

総人口
11,698人 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

9,614人（82.2%） 9,586 kl/年

単独処理浄化槽
1,132人（9.7%）

未処理人口
1,630人（13.9%） 非水洗化人口 し尿発生量

498人（4.2%）      2,807 kl/年
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（３）一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指

し、表 1 及び図 3 のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでい

くものとする。これまでは可燃性のごみは炭化処理を行い、炭化物として資源化し

ていたが、今後、ごみは焼却処理を行うため灰となり、総資源化量が減少する。 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

指 標 
現状（割合※1） 
(平成 29 年度) 

目標（割合※1） 
(令和 7 年度) 

排出量 

事業系 
総排出量 1,215t 1,151t(△5.3%) 

１事業所当たりの排出量※2 0.39t/事業所 0.39 t/事業所 

生活系 
総排出量 3,514t 3,042t(△13.4%) 

１人当たりの排出量※3 194.2 ㎏/人 171.2 ㎏/人 

合計 事業系生活系排出量合計 4,729t 4,193t (△11.3%) 

再生利用 
直接資源化量 15t（0.3%） 22t ( 0.5%) 

総資源化量 3,035t (64.2%) 2,489t (59.4%) 
エネルギー
回収量 エネルギー回収量(年間の発電電力量) ― － 

最終処分量 埋立最終処分量 0t (0.0%) 443t (10.6%) 

※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源

化量は排出量＋集団回収量に対する割合 

※２ (１事業所当たりの排出量)＝{(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)}/(事業所数)

（但し、事業所数は平成 26 年経済センサス－基礎調査結果を基に、人口比例するとして推計） 

※３ (１人当たりの排出量)＝{(生活系ごみの総排出量)－(生活系ごみの資源ごみ量)}/(人口) 

《指標の定義》 

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)〔単位:t〕 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位:t〕 

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位:MWh〕 

最終処分量：埋め立て処分された量〔単位:t〕 

 

図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和 7 年度） 

 

       ※ 端数処理により合計の数値が合わないことがあります 
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（４）生活排水の処理の目標 

生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等

を進めていくものとする。 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

  令和３年度実績 令和 10 年度目標 

処
理
形
態
別

人
口 

合併処理浄化槽 9,614 人 （82.2%） 10,589 人 （93.8%） 

農業集落排水施設 454 人 （ 3.9%） 437 人 （ 3.9%） 

未処理人口 1,630 人 （13.9%） 259 人 （ 2.3%） 

合計 11,698 人  11,285 人  

し
尿
・
汚
泥

の
量 

汲み取りし尿量 7.7 kℓ/日 4.0 kℓ/日 

浄化槽汚泥量 26.3 kℓ/日 31.0 kℓ/日 

合計 34.0 kℓ/日 35.0 kℓ/日 

   

 

図４ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー（令和 10 年度） 

 

３．施策の内容 

（１）発生抑制、再使用の推進 

ア．有料化 

本町では、ごみは有料のごみ袋に入れて出すようにするなど、ごみ処理の有料化

に取り組み、発生抑制に努めている。 

イ．環境教育、普及啓発 

住民及び事業者に対して、広報紙等を活用し、ごみの分別排出方法、ごみの排出

量・資源化の現状などに関する情報提供を行う。また、集落座談会を開催し、廃棄

物に関する情報の提供と、住民意見の収集を行う。更に、ごみの減量化に関する社

会意識を育むため、学校や住民の方々の廃棄物処理施設見学の受け入れなど環境教

育に積極的に取り組む。他にも、全集落に配置している環境美化推進員と連携し、

分別区分の普及啓発や資源回収率の向上などに取り組む。 

公共下水道

汚水衛生処理人口 集落排水施設等
11,026人（97.7%） 437人（3.9%）

総人口
11,285人 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

10,589人（93.8%）  10,439 kl/年

単独処理浄化槽
118人（1.0%）

未処理人口
259人（2.3%） 非水洗化人口 し尿発生量

141人（1.3%）         2,135 kl/年
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ウ．マイバッグ運動・レジ袋対策 

地域内のスーパーマーケット等の小売店と協力しながら行っているマイバッグ運

動（買物袋の持参運動）等を支援する。 

エ．生ごみ堆肥化の取組継続 

生ごみ堆肥化は本町の廃棄物施策の主要な取組の一つである。本町で排出される

生ごみは平成 29 年度 845ｔであり、ごみ総排出量の約 2 割を占める。今後も引き続

き取組をしていくことで、ごみ発生抑制、減量化に対する意識向上を図っていく。 

 オ.分別区分の検討 

現行の 17 分別を基本としつつも、費用対効果の検証を行い、町廃棄物等減量推進

委員会などで効率的な分別の在り方を検討していく。 

 カ. 合併処理浄化槽普及の取り組み 

生活排水処理の基本として、水の適正処理についての意識の啓発・普及を図るとと

もに、町内全域を対象に合併処理浄化槽の設置を図る。 

（２）処理体制 

ア．生活系ごみの処理体制の現状と今後 

生活系ごみの分別区分及び処理方法については、表 2 のとおりである。排出され

た可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみについては、屋久島クリーンサポート

センターにおいて処理並びに資源回収を行っている。施設は、稼働開始後 13 年が

経過し、施設の老朽化が著しいうえ、炭化・電気溶融炉という全国でも稼働実績が

少ない特殊な施設であり、安定稼働できない、維持管理費に係る費用負担が大きい

などの問題を抱えている。そのため、令和６年度稼働開始を目途に新たな施設の整

備を行い、ごみを安定的・継続的に処理していく。 

イ．事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業系ごみについては事業者自ら適正に処理することを基本とする。事業者自ら

適正に処理できない場合は、事業者自ら処理施設へ直接搬入、または許可業者によ

る収集を行うこととする。なお、処理施設への搬入を行う廃棄物の分別区分につい

ては、生活系ごみに準ずることとする。また、事業系ごみについては、排出実態の

把握を行い、多量排出事業者に対し、減量に関する計画の作成の指示・減量化及び

資源化等に関する指導を行っていく。 

ウ．今後の処理体制の要点 

令和 6 年度稼働開始を目途に新たな施設の整備を行い、ごみを安定的・継続的に

処理していく。 

 エ．生活排水処理の現状と今後 

    生活排水処理基本計画に基づき整備を図ってきたが、町域全体では十分な整備が

行き届いていない現状があることから、引き続き計画的な合併処理浄化槽の設置推

進が必要である。 
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表３ 本町の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

（平成 29 年度）             （令和 7 年度） 

ごみの種類 処理方法 排出量 
 ごみの

種類 
処理方法 排出量 

燃えるごみ CSC で炭化物、島外搬

出しセメントの材料 

2,291.67ｔ 燃える

ごみ 

CSC で焼却 2,161ｔ 

不燃ごみ 島外搬出し、処理困難

物として処理 

138ｔ 不燃ご

み 

処理困難物として島外

搬出若しくは最終処分

場へ搬入 

138ｔ 

粗大ごみ CSC で破砕・選別、金

属類と燃えるゴミに分

別、金属は島外でリサイ

クル、燃えるゴミは炭化

物 

551.53ｔ 粗大ご

み 

CSC で破砕・選別、金

属類と燃えるゴミに分

別、金属は島外でリサイ

クル、燃えるゴミは焼却 

468ｔ 

資

源

ご

み 

空缶・ス

プレー・

ボンベ

類 

民間業者でスチール缶

とアルミ缶に分別、島外

でリサイクル（有価資源

物） 

94.99ｔ 空缶・

スプレ

ー・ボ

ンベ類 

民間業者でスチール缶

とアルミ缶に分別、島外

でリサイクル（有価資源

物） 

100ｔ 

廃食用

油 

島内で軽油を精製、公

用車 1 台の燃料として

利用。余剰分は島外へ

搬出し、リサイクル（有価

資源物） 

15ｔ 廃食

用油 

島内で軽油を精製、公

用車 1 台の燃料として

利用。余剰分は島外へ

搬出し、リサイクル（有価

資源物） 

22ｔ 

生ごみ 町内 2 カ所のたい肥セ

ンターで堆肥化 

844.94ｔ 生ごみ 町内 2 カ所のたい肥セ

ンターで堆肥化 

777ｔ 

ﾋﾞﾆｰﾙ

プラスチ

ック類 

CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、固形燃

料化、製紙工場のボイ

ラー燃料として利用 

48.38ｔ ﾋﾞﾆｰﾙ

プラス

チック

類 

CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、固形燃

料化、製紙工場のボイ

ラー燃料として利用 

44 

紙類 CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、固形燃

料化、製紙工場のボイ

ラーの燃料として利用 

57.58ｔ 紙類 CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、固形燃

料化、製紙工場のボイ

ラーの燃料として利用 

53ｔ 

ペットボ

トル 

CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、卵パッ

ク、繊維製品等としてリ

サイクル（売却） 

62.58ｔ ペット

ボトル 

CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、卵パッ

ク、繊維製品等としてリ

サイクル（売却） 

57ｔ 

ビン類 CSC で手選別で白色、

茶色、その他の色に選

別、島外に搬出、容器

包装リサイクル協会でび

んの原料としてリサイク

ル 

121.08ｔ ビン類 CSC で手選別で白色、

茶色、その他の色に選

別、島外に搬出、容器

包装リサイクル協会でび

んの原料としてリサイク

ル 

111ｔ 

発泡ｽﾁ

ﾛｰﾙ・各

種ﾄﾚｲ 

CSC で減容、島外に搬

出しリサイクル（有価資

源物） 

9.87ｔ 発泡ｽ

ﾁﾛｰ

ﾙ・各

種ﾄﾚｲ 

CSC で減容、島外に搬

出しリサイクル（有価資

源物） 

9ｔ 

段ﾎﾞｰﾙ CSC で選別・圧縮・梱包

し島外搬出、再び段ﾎﾞｰ

476.03ｔ 段ﾎﾞｰ

ﾙ 

CSC で選別・圧縮・梱包

し島外搬出、再び段ﾎﾞｰ

438ｔ 
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ﾙとしてﾘｻｲｸﾙ（有価資

源物） 

 

ﾙとしてﾘｻｲｸﾙ（有価資

源物） 

新聞・

雑誌 

CSC で選別し島外に搬

出、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等の古

紙としてﾘｻｲｸﾙ（有価資

源物） 

144.48ｔ 新聞・

雑誌 

CSC で選別し島外に搬

出、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等の古

紙としてﾘｻｲｸﾙ（有価資

源物） 

133ｔ 

そ

の

他 

蛍光灯 CSC で破砕処理後、ﾄﾞﾗ

ﾑ缶に詰め、島外に搬

出、ﾘｻｲｸﾙ 

4.94ｔ 蛍光

灯 

CSC で破砕処理後、ﾄﾞﾗ

ﾑ缶に詰め、島外に搬

出、ﾘｻｲｸﾙ 

４ｔ 

廃乾電

池 

CSC でドラム缶に詰め、

島外に搬出、リサイクル 

3.31ｔ 廃乾

電池 

CSC でドラム缶に詰め、

島外に搬出、リサイクル 

3ｔ 

紙パック CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

としてﾘｻｲｸﾙ（有価資源

物） 

2.74ｔ 紙パッ

ク 

CSC で選別・圧縮・梱包

し島外へ搬出、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

としてﾘｻｲｸﾙ（有価資源

物） 

2ｔ 

 

 

（３）処理施設等の整備 

前述した（２）の処理体制で、本地域のごみを処理するために必要な施設を、表４

に示す。 

表４ 整備する処理施設 

事業 

番号 
整備施設種類 事業名 

処理 

能力 
設置予定地 事業期間 

国土強

靭化 

1 
ごみ焼却施設 

屋久島ｸﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

(仮称)新ごみ処

理施設整備事業 
10t/日 

屋久島町宮

之浦 1312-21 
R3～R6 ― 

４ 

ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ施設 

屋久島ｸﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

(仮称)新ごみ処

理施設整備事業 

圧縮 

14ｔ/日 

減容 

0.12ｔ/日 

屋久島町宮

之浦 1312-21 R4～R6 ― 

 

（整備理由） 

事業番号 1 既存施設の老朽化 

事業番号 4 焼却施設整備に伴う解体及び新設 

 

（４）施設整備に関する計画支援事業 

前述した（３）の施設整備に先立ち、表５のとおり計画支援事業を実施する。 

 

表５ 実施する計画支援事業 

事業

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

３ 

(仮称)新ごみ処理施設整備事業(事業番号 1)

に係る施設整備基本計画・設計事業（造成含

む） 

敷地造成基本計

画設計及び施設

整備基本設計 

R２～R３ 
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(仮称)新ごみ処理施設整備事業(事業番号 1)

に係る測量・地質調査事業 
測量・地質調査 R３～R４ 

(仮称)新ごみ処理施設整備事業(事業番号 1)

に係る生活環境影響調査事業 

生活環境影響調

査 
R２～R３ 

(仮称)新ごみ処理施設整備事業(事業番号 1)

に係る造成設計事業 
敷地造成設計 R３ 

(仮称)新ごみ処理施設整備事業(事業番号 1)

に係る発注支援事業 

発注仕様書等の

作成・発注支援 
R３～R４ 

 

（５）その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

ア．不法投棄対策 

鹿児島県・鹿児島県警等の関係機関並びに、住民・事業者・各種団体等との連携を

強化し、パトロールの実施等による不法投棄に対する監視及び追跡調査等の強化を行

う。 

不法投棄の防止について、住民一人一人が自覚するよう、集落・事業者・学校等と

連携して、一斉清掃活動や環境美化月間運動の実施等により、啓発活動を強化する。

また、必要に応じて、ごみの不法投棄を禁止する看板等を設置する。 

イ．廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づく、適切な回

収、再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して、普及啓発を行う。 

ウ．災害時の廃棄物処理に関する事項 

地域防災計画や災害廃棄物処理計画を踏まえ、災害時に発生する廃棄物の広域的処

理体制の確保を図るため、地域内及び周辺地域との連携体制を構築する。 

 

４．計画のフォローアップと事後評価 

（１）計画のフォローアップ 

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表する。 

必要に応じて鹿児島県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画

の見直しを行う。 

（２）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速や

かに計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるもの

とする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直

すものとする。 



様式１

１　地域の概要 開始年月

（１）地域名 （２）地域内人口 12,271人 （３）地域面積

（４）構成市町村等名 （５）地域の要件*

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

目　標

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 令和7年度

1,022 1,830 751 2,011 1,468 1,215 1,151

0.52 0.37 0.32 0.36 0.55 0.39 0.39

4,185 4,191 5,826 3,885 3,515 3,514 3,042

224.8 248.7 268.9 204.8 182.4 194.2 171.2

5,207 6,021 6,577 5,896 4,983 4,729 4,193

19( 0.36%) 19( 0.32%) 29( 0.44%) 11( 0.19%) 119( 2.39%) 15( 0.32%) 22( 0.52%)

1,549(29.75%) 1,785(29.65%) 1,280(19.46%) 1,615(27.39%) 3,280(65.82%) 3,035(64.18%) 2,489(59.36%)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

減量化量 2,826(54.27%) 4,495(74.66%) 5,266(80.07%) 4,271(72.44%) 1,675(33.61%) 1,694(35.82%)

最終処分量 0 0 0 0 0 0 443(10.57%)

※　別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。

一般廃棄物処理計画と目標値が異なる場合に、地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性に配慮した内容

エネルギー回収量 エネルギー回収量
（年間の発電電力量　MWH）

（年間の熱利用量　GJ）

再生利用量
直接資源化量（トン）

総資源化量（トン）

減量化量（中間処理前後の差　トン）

埋立最終処分量（トン）

*交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目全てに○を付ける。

指標・単位
年

過去の状況・現状（排出量等に対する割合）

排出量

事業系　総排出量（トン）

　　　　　　1事業所当たりの排出量（トン/事業所）

生活系　総排出量（トン）

　　　　　　1人当たりの排出量（ｋｇ/人）

合計     事業系生活系の総排出量合計（トン）

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画　総括表１

屋久島町 540.65㎢

 人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪、山村　半島　過疎　その他

（６）構成市町村に一部事務組合等が含まれ
る場合、当該組合の状況

組合を構成する市町村：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立（予定）年月日：○○年○○月○○日設立、認可予定
設立されていない場合、今後の見通し：
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

（１）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月 廃止又は休止（予定）年月 解体（予定）年月

焼却施設 屋久島クリーンサポートセンター 屋久島町 炭化・電気溶融炉
炭化：25.92ｔ/24ｈ
溶融：8.808ｔ/24h

平成18年４月 令和７年２月廃止予定 令和７年３月解体予定

マテリアルリサイクル施設 屋久島クリーンサポートセンター 屋久島町 リサイクルセンター
不燃粗大ごみ：5.2ｔ/5ｈ
資源ごみ：2.8ｔ/5ｈ 平成18年４月

（２）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工予定年月日 更新（改良）・新設理由
廃焼却施設の解体の有
無及び解体施設の名称

廃焼却施設解体事業
着手（予定年月日）
完了（予定年月日）

想定される浸水深と対策
プラスチック再資源
化を実施するため
の施設整備事業

備考

焼却施設 屋久島クリーンサポートセンター 屋久島町 バッチ式焼却炉 10ｔ/日 令和７年３月竣工予定 現施設が老朽化による更新
解体有

炭化・電気溶融施設
令和７年10月1日
令和8年9月30日

標高が60ｍほどあるため、浸水
の想定は行っていない

マテリアルリサイクル施設 屋久島クリーンサポートセンター 屋久島町 圧縮・減容・選別・保管等
圧縮：14t/日
減容：0.12t/日

令和７年３月竣工予定
焼却施設整備に伴う解
体及び新設

解体無
標高が60ｍほどあるため、浸水
の想定は行っていない

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画　総括表１

想定される浸水深と対策

標高が60ｍほどあるため、浸水の想定は行っていない

標高が60ｍほどあるため、浸水の想定は行っていない

備考



目 標

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和10年度

総人口 12,672人 12,545人 12,271人 12,053人 11,926人 11,698人 11,285人

公共下水道

集落排水施設等
464人
3.7％

458人
3.7％

452人
3.7％

445人
3.7％

456人
3.8％

454人
3.9％

437人
3.9％

合併処理浄化槽等
8,730人
68.9％

9,006人
71.8％

9,172人
74.7％

9,342人
77.5％

9,486人
79.5％

9,614人
82.2％

10,589人
93.8％

未処理人口 3,478人 3,081人 2,647人 2,264人 1,984人 1,630人 259人

基数 処理人口 開始年度 基数 処理人口 目標年次

屋久島町 3,355基 9614人 H15.4 300基 975人 R10浄化槽設置整備事業

※ 計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付のこと。

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

汚水衛生未処理人口

※ 参考として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付のこと。

５　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

施 設 種 別 事 業 主 体

現 有 施 設 の 内 容 整 備 予 定 基 数 の 内 容

備 考

４　生活排水処理の現状と目標

指標・単位

過 去 の 状 況 ・ 現 状

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率
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事　業　名　称 単位 開始 終了
令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

115,000 0 0 15,000 0 100,000 0 0 0 98,000 0 0 15,000 0 83,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ選別施設整備 0 0

破砕・選別施設整備 0 0

不要品再生施設整備 0 0

展示施設整備 0 0

4 屋久島町 10 ｔ/ｄ R4 R6 115,000 0 0 15,000 0 100,000 0 0 0 98,000 0 0 15,000 0 83,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,951,000 0 100,000 560,000 1,346,600 944,400 0 0 0 2,505,000 0 100,000 460,000 1,101,000 844,000 0 0 0 R7以降解体費用有

0 0

0 0

0 0

1 屋久島町 10 t/d R3 R6 2,951,000 100,000 560,000 1,346,600 944,400 0 0 0 2,505,000 100,000 460,000 1,101,000 844,000 0 0 0

169,270 0 0 0 33,854 33,854 33,854 33,854 33,854 113,700 0 0 0 22,740 22,740 22,740 22,740 22,740

2 屋久島町 300 基 R5 R9 169,270 33,854 33,854 33,854 33,854 33,854 113,700 22,740 22,740 22,740 22,740 22,740

0 0

3 屋久島町 R2 R4 70,000 35,000 30,000 5,000 70,000 35,000 30,000 5,000

3,305,270 35,000 130,000 580,000 1,380,454 1,078,254 33,854 33,854 33,854 2,786,700 35,000 130,000 480,000 1,123,740 949,740 22,740 22,740 22,740

※１ 事業番号については、計画本文３(3)表４に示す事業番号及び様式３の施設整備に関する事業番号と一致させること。また、様式３に示す施策のうち関連するものがあれば、合わせて番号を記入すること。
※２ 広域連合、一部事務組合等については、欄外に構成する市町村を注記すること。
※３ 実施しない事業の欄は削除して構わない。
※４ 同一施設の整備であっても、交付金を受ける事業主体ごとに記載する。
※５ 事業が地域計画を跨ぐ場合は備考欄に全体の事業期間を記載すること。なお、事業期間は交付対象外部分のみを行う期間も含む。
※６ 廃焼却施設の解体と新施設の建設を異なる事業主体が実施する場合は、それぞれの事業費を記載すること。

浄化槽設置整備事業

公共浄化槽等整備推進事業

浄化槽整備効率化事業

○施設整備に関する計画支 援事業

合     　　計

○浄化槽に関する事業

○エネルギー回収等に関する事業

ごみ焼却施設整備事業

メタンガス化施設整備事業

ごみ燃料化施設整備事業

その他の施設整備事業等（施設名記載）

○マテリアルリサイクル推進等に関する事業

リサイクルセンター整備事業

ストックヤード整備事業

容器包装リサイクル推進施設整備事業

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画総括表２

事　業　種　別 事業
番号
※１

事業主体
名　　　称

※２

規　模
事業期間

※５
総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

備　　考



【参考資料様式１】 
 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 
 

都道府県名 鹿児島県  
 

(1) 事業主体名    屋久島町 

(2) 施設名称  （仮称）新ごみ処理施設整備事業（マテリアルリサイクル施設） 

(3) 工期  令和 ４ 年度 ～ 令和 ６ 年度 

(4) 施設規模 
 処理能力  圧縮   １４ｔ／日 
       減容 ０．１２ｔ／日 

(5) 処理方式  圧縮、減容、選別、保管等 

(6) 地域計画内の役割  資源回収・有効活用の促進 

(7) 廃焼却施設解体工事
  の有無 

  有   無 

(8) ストック対象物  
ダンボール、蛍光管、乾電池、紙パック、本・雑誌、新聞紙、小型家電、
古着等 

(9) 事業計画額 
115,000 千円（全体 3,290,372千円） 

 
 うち、交付対象事業費 98,000 千円（全体 2,805,144千円） 

 



 

【参考資料様式２】 

施設概要（エネルギー回収施設系） 

都道府県名 鹿児島県  

 

 

(1) 事業主体名    

 

 

 

             屋久島町   

 

 

 

(2) 施設名称 

 

 

 

 （仮称）新ごみ処理施設整備事業（造成・旧炉解体含む） 

 

 

 

(3) 工期 

 

 

 

 令和３年度 ～ 令和６年度 

 

 

 

(4) 施設規模 

 

 

 

 処理能力   １０ｔ／日（１０ｔ／日×１炉） 

 

 

 

(5) 形式及び処理方式 

 

 

 

 バッチ式焼却炉（ストーカ式） 

 

 

(6) 余熱利用の計画 

 

 

 １．発電の有無    有（発電効率  ％） ・ 無 

 ２．熱回収の有無      有（熱回収率 10％） ・ 無 

 

 

(7) 地域計画内の役割 

 

 

 既設の老朽化のため 

 

 

 

(8) 廃焼却施設解体 

   工事の有無 

 

 

  有   無 

 

 

 

  

 

(12) 事業計画額 

 

2,951,000 千円（全体： 3,290,372千円） 

うち、交付対象事業費 2,505,000 千円（全体： 2,805,144千円） 

 



【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  鹿児島県     

 

(1) 事業主体名 屋久島町 

(2) 事業名称 浄化槽設置整備事業 

(3) 事業の実施目的及び内容 
浄化槽設置整備事業により、生活排水を適正に処理し水質改善を図

り、水環境の保全と創造につとめる。 

(4）事業期間 
（生活排水処理基本計画期間）
※生活排水処理基本計画をもって地域計

画に代える場合に括弧書きで記載。 

 
令和５年度 ～ 令和９年度 

（ 年度 ～ 年度 ） 

(5) 事業対象地域の要件 
人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪、山村 半島 過疎 その他 

該当する対象地域を選択する。 

(6) 事業計画額 

交付対象事業費       113,700 千円 
うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費        
                                千円 
・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費           千円 

 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対象基数 

（   人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 
事業費 

5人槽 250基（   750人分） 83,000 128,375 83,000 

6～ 7人槽 25基（    100人分） 10,350 15,235 10,350 

8～10人槽 25基（    125人分） 13,700 19,010 13,700 

11～20人槽 基（       人分）    

21～30人槽 基（       人分）    

31～50人槽 基（       人分）    

51人槽以上 基（       人分）    

宅内配管費 35基 3,500 3,500 3,500 

撤去費 35基 3,150 3,150 3,150 

雨水貯留槽
等再利用 

基    

改築費（災
害） 

基    

改築費（長
寿命化） 

基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効果的な転換促進及び管理適正化推進費    

合 計 

  300基（   975人分） 
※基数の合計には、宅内配
管費、撤去費、改築費を除
く。 

113,700 169,270 113,700 

 



【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要 

 

都道府県名 鹿児島県    

 

 

(1) 事業主体名 

 

 屋久島町 

 

(2) 事業目的 

 

    新ごみ処理 施設整備のため 

 

 

(3) 事業名称 

 

（仮称）新ごみ処理施設整

備事業に係る施設整備基本

計画・設計事業 

 

（仮称）新ごみ処理施設整

備事業に係る測量・地質調

査事業 

（仮称）新ごみ処理施設整

備事業に係る生活環境調査

事業 

(4) 事業期間 令和２年度～令和３年度 令和３年度～令和４年度 令和２年度～令和３年度 

(5) 事業概要 施設整備に関する調査・計

画・設計 

測量・地質調査事業 生活環境影響調査 

(6) 事業計画額 

 

12,000千円 
（全体： 3,290,372千円） 
うち、交付対象事業費 
12,000千円 
（全体： 2,805,144千円） 

5,500千円 
（全体： 3,290,372千円） 
うち、交付対象事業費 
5,500千円 
（全体： 2,805,144千円） 

32,500千円 
（全体： 3,290,372千円） 
うち、交付対象事業費 
32,500千円 
（全体： 2,805,144千円） 

 

 

(3) 事業名称 

 

（仮称）新ごみ処理施設整

備事業に係る造成設計事業 

 

（仮称）新ごみ処理施設整

備事業に係る発注支援事業 

 

 

 

(4) 事業期間 令和３年度 令和３年度～令和４年度  

(5) 事業概要 敷地造成に関する設計 発注仕様書等の作成 

発注支援 

 

(6) 事業計画額 

 

8,000千円 
（全体： 3,290,372千円） 
うち、交付対象事業費 
8,000千円 
（全体： 2,805,144千円） 

12,000千円 
（全体： 3,290,372千円） 
うち、交付対象事業費 
12,000千円 
（全体： 2,805,144千円） 

 

 

 



添付資料１　施設の配置

屋久島町廃棄物処理施設配置図

永田集

落

吉田集落

一湊集落

志戸子集落

宮之浦集落

楠川集落

椨川集落

小瀬田集落

長峰集落

永久保集落

船行集落

松峯集落

安房集落

春牧集落

平野集落

高平集落

麦生集落

原集落

尾之間集落

本村集落

栗生集落

中間集落

平内集落湯泊集落 小島集落

湯向集落

屋久島

クリーンサポートセンター

廃棄物処理施設

集落区域







添付資料４ 人口及びごみ排出量等に関する推計表等
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添付資料４ 人口及びごみ排出量等に関する推計表等
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①1人1日当たり排出量合計 ②（家庭系）1人1日当たり排出量

③（家庭系）1人1日当たり排出量（資源ごみ） ④（家庭系）1人１日当たり排出量（資源ごみ除く）

⑤（事業所系）1事業所当たり排出量 ⑥（事業所系）1事業所当たり排出量（資源ごみ）

⑦（事業所系）1事業所当たり排出量（資源ごみ除く） 人口
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人、ヶ所t
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